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１．総論 

（１）背景 

我が国では、全ての国民が、インターネットその他の高度情報通信ネットワー

クを容易に、かつ、主体的に利用する機会を有し、その利用の機会を通じて個々

の能力を創造的に、かつ、最大限に発揮することが可能となり、もって情報通信

技術の恵沢をあまねく享受できる社会が実現されることを旨として、2000年（平

成 12 年）11 月に高度情報通信ネットワーク社会形成基本法（平成 12 年法律第

144 号）が制定、2001 年（平成 13 年）1 月に施行され、同法に基づき、民間主

導の原則の下で、光ファイバを含む情報通信基盤の整備が電気通信事業者によ

り急速に進められた。しかしながら、過疎地域等の条件不利地域を始め、様々な

困難を抱える地方においては、電気通信事業者による整備が十分に進まず、ブロ

ードバンド環境の整備に関して地理的格差の問題が発生してきた。そこで、2000

年代半ばから格差が生じる地方公共団体に対し、国が光ファイバ等の情報通信

基盤の整備に必要な費用の一部を支援することによって、地域の知恵と工夫を

活かしつつ効果的で効率的な整備を行い、格差是正と利活用の促進を進めてき

た。これにより、今日、我が国は世界最高レベルのネットワーク基盤を実現する

とともに、Society5.0 の時代を迎える中で、とりわけ光ファイバに関しては、

新たな時代を支える通信基盤であり、地域の発展に不可欠な 21世紀の基幹イン

フラとして、その重要性が一層高まっている。 

一方、既に光ファイバ整備を行った地方公共団体において、設備の老朽化に伴

う更新、利用者のニーズや技術革新に対応した設備の高度化等により財政面の

課題が深刻さを増すととともに、少子高齢化や住民ニーズの多様化等による業

務の増加、地方公共団体の行政改革による職員減少等により人材面での課題も

深刻化してきている。今後、地方における人口減少等が一層進展した場合、これ

ら財政的及び人的負担を理由としてサービス継続が困難となり、地域住民にと

って重要な通信手段が失われるおそれがある。 

 

このため、こうした論点も含め、電気通信事業分野における競争ルール等につ

いて包括的に検証を行うべく、総務省では、2018年（平成30年）８月、「電気通

信事業分野における競争ルール等の包括的検証」について情報通信審議会に諮

問し、同審議会の電気通信事業政策部会（部会長：山内弘隆 一橋大学大学院経

営管理研究科特任教授（当時））及び電気通信事業分野における競争ルール等の

包括的検証に関する特別委員会（主査：山内弘隆 一橋大学大学院経営管理研究

科特任教授（当時））において調査・審議が行われ、2019年（令和元年）12月17
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日、情報通信審議会総会において最終答申が取りまとめられた。この中で、地方

公共団体が保有する情報通信基盤に関しては、「国民経済全体に対する負担を軽

減する観点からは、公設から民設へ、公営から民営へと移行を促すことを視野に

入れ、今から必要な対応を講じていくべきである。」との方向性が示された。 

また、地方公共団体が整備した設備を電気通信事業法（昭和59年法律第86号。

以下「事業法」という。）第２条第５号に定める電気通信事業者のうち、公の機

関・組織に属さない者（以下「事業者」という。）に貸与し、当該事業者がサービス

提供を行う「公設民営方式」においては、設備貸与に係る契約（IRU契約1）の期

間を一般的に10年としており、今後数年のうちに契約更新のピークを迎えると

想定される。 

以上を踏まえ、今般、地方公共団体が保有する光ファイバケーブル及び関連設備

の在り方に関する考え方を、「公設光ファイバケーブル及び関連設備の民間移行に

関するガイドライン」2（以下「指針」という。）として定め、公表することとしたものである。 

 

（２）目的 

近年、既に光ファイバ整備を行った地方公共団体において、その維持管理に係

る財政的及び人的負担が深刻化している。一方、事業者が整備とサービス提供を

行う「民設民営方式」においては、地方公共団体が整備費等の一部を負担する場合

があるものの、原則として事業者が設備の維持管理、更新等を担うことから、地方公

共団体の維持管理等に係る財政的及び人的負担が軽減されることに加え、災害時に

おける柔軟かつ迅速な復旧対応、規模の経済等による効率的な整備・運営が図られ

ることが期待される。 

また、人口減少等が進展する中、公設設備 3の維持管理に係る地方公共団体の費

用負担等を軽減するためには、公設設備の民間移行の早期実現がこれまで以上に

重要である。その認識の下、2023 年（令和５年）６月に施行された電気通信事業法の

一部を改正する法律（令和４年法律第 70 号）においては、一定のブロードバンドサー

 
1 IRU（Indefeasible Right of User/破棄し得ない使用権）契約。関係当事者の合意がない限
り破棄又は終了させることができない長期安定的な使用権に係る契約のこと。 
2 地方公共団体が保有する光ファイバケーブル及び関連設備を事業者に譲渡し、公営から民
営に移行することをこの指針において「民間移行」と称する。 
3 地方公共団体が保有する設備で、事業者のブロードバンドサービス提供業務に関わる光フ
ァイバケーブル及びその附帯設備（附帯する電気通信回線設備、つり線、地方公共団体柱、
管路設備等）のことをこの指針において「公設設備」と称する。 
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ビス 4を第二号基礎的電気通信役務（ユニバーサルサービス）に位置付け、不採算地

域における第二号基礎的電気通信役務の維持等のための新たな交付金制度を創設

する等の改正が実施され、2026 年（令和８年）度までの第二種交付金（事業法第 110

条の４第１項に規定する交付金をいう。以下同じ。）の交付開始を想定し、所要の制

度整備等が進められている。第二種交付金は、「民設民営方式」のブロードバンドサ

ービスに係る維持管理費用の一部を支援する一方で、未整備地域の解消や公設設

備の民間移行促進という副次効果も有する。 

以上を踏まえ、この指針は、地方における将来の更なる人口減少等も見据え、情

報通信基盤の効率的な管理運営を進めるため、地方公共団体が保有する光ファイバ

ケーブル及び関連設備の円滑な民間移行に向けて、基本的考え方、協議の進め方

及び留意すべき事項等を示すことを目的とする。 

 

（３）基本的考え方 

この指針は、地方公共団体及び事業者に望まれる行動として、次の二点を基本的

考え方とする。 

 公設設備を保有する地方公共団体は、財政的及び人的負担、災害復旧にお

ける迅速な対応等を総合的に考慮の上、業務の簡素化・効率化を図り地域住

民への安定的なブロードバンドサービスの提供を継続するため、必要に応じて

事業者と公設設備の民間移行に関する協議を行うことが望ましい 5。 

 

 事業者は、地方公共団体の要望がある場合、採算地域の公設設備に関して

は積極的に譲渡を受けることが望ましい。また、不採算地域の公設設備に関し

ても、支援措置の活用等を含む合理的判断に基づき、譲渡を受けることについ

て検討を行い、不採算の解消が見込まれる等、条件が合致する場合には、譲

渡を受けることが望ましい。 

 

 地方公共団体及び事業者は、この指針を踏まえて行動することが期待される。また、

民間移行に際しては、既存のサービス利用者への影響にも配慮して検討することが

 
4 電気通信事業法施行規則（昭和 60 年郵政省令第 25 号）第 14 条の３第 1項各号に規定す
る FTTH アクセスサービス、CATVアクセスサービス及び専用型ワイヤレス固定ブロード
バンドアクセスサービスのこと。 
5 「公設公営方式」で自らがサービス提供を行ってきた地方公共団体等では、設備仕様の不
一致等により、譲渡が実現しない場合もある。その場合でも、設備の一部廃棄及び事業者に
よる再整備も含め必要に応じて民間移行に関する協議・検討を行うことが望ましい。 
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望ましい。 

 

（４）指針の対象となる主体と設備 

この指針は、地方公共団体及び事業者の双方を対象とするものである。地方公共

団体が出資等を行う第三セクターも、この指針を参照することが期待される。 

 

また、この指針は原則として、公設設備の民間移行を対象とする。ケーブルテレビ

提供業務に関わる放送関連設備、道路、河川、下水道等の管理のために地方公共

団体が保有するネットワーク設備、公民館、学校、役場等の公共施設を接続するネッ

トワーク設備、地方公共団体が利用していない設備で事業者も利用する見込みがな

い設備等は、この指針の対象としない 6。 

なお、民間移行の対象となる設備は事業者との協議の上、最終的に決定される。

その際、事業者と締結している IRU 契約がある場合は、当該契約が満了していること

が前提となる（ただし、双方が合意する場合は、契約が満了している必要はない。）。  

 
6 ただし、事業者との協議の結果、これら設備に関しても民間移行を行う場合は、この指針
を参照することが期待される。 
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２．協議の進め方 

公設設備の民間移行に関して、一般的に実施される協議の工程は次のとおりであ

る。 

なお、地方議会審議の頻度やタイミング等に関しては、地方公共団体により異なる

ことも想定される。 

また、一般的に、「公設民営方式」でブロードバンドサービスの提供等を行ってきた

地方公共団体では、既存のサービス利用者への影響を最小限に抑える観点から、

IRU 契約を締結している事業者と、随意契約を前提として民間移行に向けた協議を実

施することが多い 7。他方、「公設公営方式」で自らがサービス提供を行ってきた地方

公共団体等では、競争入札により民間移行を行う事例も見られる。 

 

（１）事前協議 

① 地方公共団体と事業者間で基本条件の協議・確認 

民間移行に向けた協議を開始する場合、まずは地方公共団体と事業者間で

民間移行に係る基本条件について協議・確認を行う。 

 

② 守秘義務協定の締結 

基本条件について合意が得られた後、機微な情報のやりとりを可能とするため、

地方公共団体及び事業者間で守秘義務協定の締結を行う。 

 

③ 事業者への情報提供、事業者による採算性判断 

守秘義務協定締結後、地方公共団体から事業者に各種情報（図１「一般的に

情報提供を要する項目」参照）の提供を行う。事業者は当該情報に基づき、採算

性を判断する。地方公共団体に対して負担金 8を要求する場合、事業者はその概

算費用も算出する。また、第三者が保有する電柱に共架している場合や、第三者

と公設設備の貸与契約を別途締結している場合等、地方公共団体が第三者との

間で公設設備に関する契約を締結しているときは、採算性の判断を行う前に、地

方公共団体及び事業者が連携して第三者と当該契約の承継条件等に関して協

 
7 随意契約を行う場合、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条第 2 項及び地方自
治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 2 第 1項に基づく必要がある。 
8 この指針における「負担金」とは、地方公共団体から公設設備の移行先となる事業者に対
し支払われるものを指す。なお、事業法第 110 条の５第１項に基づき徴収される負担金は
「第二種負担金」と記載している。 
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議・確認を行う。 

図１ 一般的に情報提供を要する項目 

 
（２）地方議会審議 

④ 追加条件の協議・事業者の選定 （※競争入札を行う場合は入札の実施） 

随意契約で民間移行を行う場合は、負担金を含む追加条件について協議を行

うとともに、複数の事業者と事前協議を実施している場合は、事業者の選定を行

う。競争入札を行う場合は、入札を行い、事業者を決定する。 

 

⑤ 地方議会審議（民間移行に係る費用の予算措置） 

 随意契約で民間移行を行う場合は、民間移行に要する概ねの費用（後年度の

維持管理に係る負担金及び電柱添架等に係る費用）が固まった段階で、その予

算措置のため、地方議会の承認を得る。なお、競争入札を行う場合は、入札手

続前に予算措置を行うことが必要であるため、地方議会審議は前述の④よりも

早いタイミングで行うことになる。 

 

（３）最終合意に向けた調整 

⑥ 地方公共団体と事業者の間で覚書締結 
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地権者等の第三者との交渉に係る委託対応等、地方公共団体及び事業者と

もに費用が発生する可能性がある工程が以後続くため、費用拠出の根拠となる

民間移行についての覚書を締結する。 

 

⑦ 占用許可等に関する第三者協議（電力会社、地権者等） 

設備の所有者変更に伴い、電柱等に関する占用許可の承継等に関して、地方

公共団体及び事業者が連携して、電力会社、地権者等の第三者と協議を行う。 

 

⑧ 譲渡に向けた事前準備（最終条件や費用等について調整） 

負担金を含む最終的な条件について、地方公共団体と事業者の間で調整を行

う。 

 

⑨ 地方議会審議（最終条件の合意） 

 地方公共団体と事業者の間で合意した最終条件について、地方議会で承認を

得る。 

 

（４）契約の締結 

⑩ 設備譲渡の仮契約締結 

財産処分を実施するため仮契約を締結する。この段階では、譲渡契約に要す

る期間や正確な費用等の見通しが立たない場合が多いため、契約開始時期や

移行費用を確定しない仮契約という形態で締結する。 

 

⑪ 財産処分手続 

所定の財産処分が必要な場合、地方公共団体が国に対して財産処分の手続

を行う。また、第三者との契約等、民間移行に伴う移行作業を実施する。 

 

⑫ 設備譲渡契約の締結 

行政手続や第三者との契約等、全ての手続を終え、契約開始時期や移行費

用の見通しが立った段階で、仮契約を引き継ぐ形で、当該契約開始時期や移行

費用を明確化した設備譲渡契約を締結する。 
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３．民間移行に係る支援措置 

（１）通信設備の民間移行 

総務省では、過疎地域、辺地、離島、半島、振興山村、特定農山村、豪雪地帯の

いずれかを含む条件不利地域において、都道府県、市町村、第三セクター、一般社

団法人又は事業者が高速・大容量無線局の前提となる光ファイバ整備を行う場合に、

その事業費の一部を補助する「高度無線環境整備推進事業」を 2019 年（令和元年）

度から実施している。 

図２ 高度無線環境整備推進事業 

 
この事業は、新規整備のみならず、事業者が公設設備の譲渡を受け、5G 対応等

の高度化を伴う整備・更新（具体的には、伝送容量の拡大のための光ファイバケーブ

ルの芯数増強や装置等の高度化が想定される。）を行う場合も補助対象としている。

令和７年度本予算・令和６年度補正予算においては、離島以外の条件不利地域で高

度化を伴う整備・更新を行う場合の補助率について 1/3 から 2/3 とするなど支援を拡

充するとともに、公設設備を事業者へ５年を目途に譲渡することを前提に、地方公共

団体が当該設備について高度化を伴う整備・更新を行う場合も補助対象に追加して

いる。 

事業者に補助を行う間接補助事業 9に関しては、例年、年初に補助要望調査、春

頃に公募を実施している 10。また、当該高度化を伴う整備・更新に際して、仮に地方

 
9 高度無線環境整備推進事業には、地方公共団体等に対し直接的に補助を行う直接補助事業
と執行団体を介して事業者に対し間接的に補助を行う間接補助事業がある。 
10 これに先立ち執行予定年度の前年４月頃に、各総合通信局又は沖縄総合通信事務所（以
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公共団体による負担が必要となる場合は、地方公共団体の負担分に対して過疎対

策事業債、辺地対策事業債も充当することが可能である。 

なお、過疎対策事業債においては、2020年（令和２年）度から「光ファイバ等整備特

別分」が創設されており、光ファイバ整備及び高度化に関する事業については、他の

事業に優先して同意等予定額が確保される。 

 

（２）放送設備の民間移行 

総務省では、災害時に放送による確実かつ安定的な情報伝達の確保を図る観点

から、「ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業」を実施している。 

この事業は、放送設備の民間移行を促進するため、承継事業者が市町村の所有

するケーブルテレビネットワークの譲渡を受けて整備を行う場合について、補助の対

象にしている。 

図３ ケーブルテレビネットワークの耐災害性強化事業 

 

 

（３）民間移行後の維持管理費 

通信設備の民間移行後は、原則として事業者の負担で設備の維持管理を行って

いくこととなるが、当該事業者が第二種適格電気通信事業者（事業法第 110 条の３第

１項に基づき指定される事業者をいう。以下同じ。）である場合には、その維持管理費

の一部は第二種交付金により補填され得る（なお、同交付金は事業者に交付される

ものであり、地方公共団体は交付対象ではない。）。しかしながら、第二種適格電気

 
下「総合通信局等」という。）を通じて予算要求に向けた予算活用意向調査を実施。活用を
希望する場合、見積書を含めあらかじめ同調査へ回答を行うこと。 
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通信事業者ではない場合等には、運営に要する費用等の補填として、地方公共団体

が移行先の事業者に対して維持管理費の一部の支払を行う必要が生じることがある。 

また、放送設備についても移行後に維持管理費の一部の支払が生じ得るところ、

通信設備及び放送設備の民間移行後に、維持管理費の負担に対し充当し得る地方

財政措置等の例は次のとおりである。 

過疎の地方公共団体においては、地域医療の確保、住民に身近な生活交通の確

保、集落の維持及び活性化等の住民の安全・安心な暮らしの確保を図るため、過疎

対策事業債（ソフト分）を活用して様々なソフト事業を実施しているが、地方公共団体

の負担分に対しても、地域通信の確保のため、過疎対策事業債（ソフト分）を充当して

いる地方公共団体がある。 

また、「ふるさと納税」制度は、地方公共団体の様々な取組を応援する納税者の気

持ちを橋渡しし、支え合う仕組みであるとともに、地方公共団体が自ら財源を確保し、

様々な施策を実現するために有効な手段であり、人口減少が深刻化する中、地域資

源を最大限活用し、地域経済を再生させていく上で、重要な役割を果たす制度である。

「ふるさと納税」制度により、地方公共団体が納税者から寄附を受けた財源について

も、地方公共団体の負担分の補填に活用することが可能である。「ふるさと納税」によ

る寄附を募る上で、納税者が使途を選択できるようにしている地方公共団体もある。 

さらに、国が認定した地方公共団体の地方創生プロジェクトに対して企業が寄附を

行った場合に、寄附額の一定割合を法人関係税から税額控除する「地方創生応援税

制（企業版ふるさと納税）」制度がある。地方公共団体が企業から受けた地方創生応

援税制に係る寄附についても、地方公共団体の負担分に充当することが可能である。

本税制の活用を希望する地方公共団体は、内閣府地方創生推進事務局まで相談す

ること。 

 

（４）財産処分 

総務省の補助金を受けて整備した施設・設備については、その処分に対して一定

の制限が課されている。具体的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和 30 年法律第 179 号）第 22 条において、「補助事業者等は、補助事業等

により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受

けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は

担保に供してはならない。ただし、政令で定める場合は、この限りでない。」と規定さ

れている。また、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和 30

年政令第 255 号）第 14 条において、「法第二十二条ただし書に規定する政令で定め

る場合は、次に掲げる場合とする。」として「補助金等の交付の目的及び当該財産の

耐用年数を勘案して各省各庁の長が定める期間を経過した場合」等が規定されてい
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る。これを踏まえ、同法第 22 条の規定に基づく財産処分（補助金等の交付を受けて

取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を補助金等の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいう。以下同じ。）

の承認については、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の

社会経済情勢の変化に対応するとともに、既存ストックを効率的に活用した地域活性

化を図るため、総務省において承認基準を定めている 11。当該基準において、経過年

数（設置後経過した年数）が 10 年以上である施設又は設備について行う財産処分

（有償譲渡及び有償貸付を除く）等については、所定の様式にて報告を行うことで、財

産処分が可能である旨規定している。 

すなわち、過去に総務省の補助金で整備した公設設備の場合、整備完了後 10 年

以上経過した設備の無償譲渡に関しては、総務省（総合通信局等）に報告を行うこと

で、事業者に対して譲渡が可能である 121314。仮に整備完了後 10 年未満の設備の譲

渡等を希望する場合は、国庫納付に関する条件を付して承認することが原則となる。

なお、東日本大震災により被災した公設設備に関して、情報通信基盤災害復旧事業

費補助金により復旧した場合、又はその他の災害により被災した公設設備に関して、

高度無線環境整備推進事業の災害復旧に係る事業を実施した場合、当該復旧事業

実施後 10 年以内であっても、当初の光ファイバ整備事業からの経過年数が 10 年以

上であって、当該復旧事業から 10 年以上の役務提供が見込まれる設備を事業者に

無償譲渡する場合や、高度無線環境整備推進事業で整備した公設設備を補助事業

の目的を達成するために事業者へ民間移行する際に無償譲渡を行う場合は、国庫

納付なしに財産処分が可能である 15。いずれにしても、財産処分を行おうとする場合

は、総合通信局等に相談すること。 

 
11 総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成 20 年 4月 30 日総官会第
790 号) 
12 ただし、地方公共団体が、近年における急速な少子高齢化の進展、産業構造の変化等の
社会経済情勢の変化に対応するため等の判断の下に行う財産処分である必要がある。 
13 総務省所管補助金等交付規則等で処分制限年数が 10 年以上とされている設備（コンク
リート柱等）であっても、整備完了後 10 年以上経過した設備に関しては、包括承認事項
の対象となり、総務省に報告を行うことで無償譲渡が可能である。 
14 経過年数が 10年以上の設備の有償譲渡の場合は、（譲渡額に総事業費に対する国庫補助
額の割合を乗じて得た額等の）国庫納付が必要となるため、別途承認手続が必要。 
15 総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成 20 年 4月 30 日総官会第
790 号)第 3 １(1)④、無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱（平成 17年 11 月 
25 日総基移第 380 号）「無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱について【補足事
項】」4(2) ②コ及びサ参照 
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また、譲渡を行おうとする施設・設備の整備に係る地方債の償還が終了していない

場合には、譲渡に際して繰上償還が必要となる場合がある。 

なお、その他省庁等の補助金を活用して整備したものについては、地方公共団体

において財産処分についての条件等を確認することが望ましい。 

（５）相談窓口 

公設設備の民間移行に関して、その他支援が必要な場合は、総務省 総合通信基

盤局 電気通信事業部 基盤整備促進課に相談すること。 
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４．各論 

地方公共団体及び事業者に望まれる行動及び留意すべき事項として、各論の考え

方は次のとおりである。なお、各項目において対象とする主体を、項目の右側に括弧

で記載する。 

 

（１）利用料金の扱い 【地方公共団体・事業者】 

一般的に、地方公共団体が光ファイバ整備等を行い、利用者にサービスを提供す

る「公設公営方式」及び地方公共団体が整備した設備を事業者に貸与し、当該事業

者がサービス提供を行う「公設民営方式」においては、地方公共団体や住民の意向

を踏まえ、維持管理に係る経費の一部を地方公共団体が補填等することで、事業者

が提供する標準的な利用料金よりも低い料金でブロードバンドサービス等を提供して

いる場合がある。 

 

しかしながら、標準的な料金よりも低い利用料金を確保するために地方公共団体

から事業者に負担金を支払う場合、当該支払が永続的に必要となるため、後年度の

財政負担について十分に留意することが必要である。 

原則として、民間移行後は事業者の標準的な利用料金メニューを設定することが

望ましい。 

 

（２）電柱の添架位置と契約承継 【地方公共団体・事業者】 

地方公共団体が保有する光ファイバケーブルを第三者が保有する電柱等に共架し

ている場合、電力会社及び事業者が電線等を共架している添架位置とは異なる一般

の添架位置に共架しているケースが多い。この場合で、民間移行後も事業者の添架

位置に移設しない場合、事業者が一般の添架位置と従来の添架位置の二つの添架

位置を使用することになる。他方、一般の添架位置で複数のケーブルを同時に共架

することは事業者間協議により可能であり、今後添架を希望する他の利用者が不利

な条件を強いられないことが確保される限り、「公益事業者の電柱・管路等使用に関

するガイドライン」（平成 27 年総務省告示第 363 号）が定める「公正性の原則」16等に

 
16 設備保有者は、事業者から設備の提供の申込みがあったときは、自己の事業又は有線電
気通信設備令（昭和 28年政令第 131 号）、電波法（昭和 25 年法律第 131 号）その他の設備
に関する法令等の規定及び道路法（昭和 27 年法律第 180 号）その他の公物管理に関する法
令等の規定に支障のない限り、公平かつ公正な条件で設備を提供する。（公正性の原則） 
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抵触しない。 

民間移行に要する費用を最小化するため、今後添架を希望する他の利用者が不

利な条件を強いられないことが確保される場合は、事業者は光ファイバケーブルの添

架位置を変更しないことができる。その際、電柱管理者が希望する場合は、譲渡設備

であることを電柱管理者が判別できる方法について、事業者は電柱管理者との間で

協議を行うこと。 

 

また、私有地に建柱している電柱の敷設使用許諾、道路占用許可、第三者との公

設設備の貸与契約、電力会社等との添架契約の承継等を含め、第三者との契約変

更等に係る調整に際しては、各種交渉及び申請等に係る費用の最小化を図る 17とと

もに、地方公共団体及び事業者が密に連携して行うこと。特に第三者との調整につ

いては、現行の契約者である地方公共団体が中心となって行うことで円滑な調整が

期待できる。 

 

（３）地方公共団体が保有する用地の長期利用 【地方公共団体】 

譲渡対象となる光ファイバケーブル、管路設備、電柱等の設備に地方公共団体が

保有する用地が利用されている場合がある。民間移行後に、当該用地の利用が制限

された場合、事業者が安定的にサービスを提供することが困難となるおそれがある。

地域住民への安定的なサービス提供を可能とするため、地方公共団体は民間移行

後においても、契約期間や確実な契約の更新等を含め、当該用地の長期利用につ

いて配慮することが望ましい。 

 

（４）地方公共団体による独自サービスの扱い 【地方公共団体】 

放送事業者においては、地上デジタル放送のカバーエリア拡大に向けて、地上波

中継局の整備を推進しているが、条件不利地域等、中継局の整備が容易でない地域

においては、地上波中継局の補完措置として、地方公共団体が地上デジタル放送の

再放送を実施している場合がある。また、地域のきめ細かな情報等を専門的に提供

するため、地方公共団体がコミュニティ放送を含むケーブルテレビ事業を実施してい

 
17 例えば、地方公共団体からの設備譲渡に伴い、事業者が当該設備に係る新たな道路占用
許可の申請をする際に、過去に地方公共団体が道路占用許可を取得した際に使用した関係
書類等を活用し、申請事務及び申請に先立つ現地調査が簡素化された事例がある。地方公共
団体が所有する財産管理の一環として、常日頃からの適切な帳簿等管理が効率的な移行作
業に有効と考えられる。 
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る場合がある。地方公共団体によっては、防災・行政情報の配信や地域の情報共有

を支援するため、IP 告知システムを運営している場合もある。 

 

このように地方公共団体が独自の情報通信サービスを提供している場合、代替方

法への移行等を行うことで、民間移行後もサービスの維持は可能である。具体的に

は、事業者から光ファイバケーブルの貸与を受けて地方公共団体が継続してサービ

ス提供を行う方法や、事業者が提供するネットワークサービスを活用する方法等が考

えられる。なお、地方公共団体が区域外再放送を行っており住民がサービスの継続

を要望する場合は、代替方法を問わずサービス維持の検討が必要となることがあり、

最適なサービス継続方法を選択するために、地方公共団体は事業者と連携して検討

することが望ましい。 

 

また、仮に地方公共団体が実施していたサービスを存続させずに廃止する場合、

事業法に基づく廃止手続等が必要となる場合がある。地方公共団体が実施していた

サービスを事業者が承継する場合にも、業務区域の変更等の手続が必要となる場合

がある。詳細は総合通信局等の相談窓口に相談すること。 

 

（５）負担金 【地方公共団体・事業者】 

不採算地域における公設設備の譲渡の場合、ブロードバンドサービス等の料金収

入だけでは設備の維持管理が困難なため、運営に要する費用や、民間移行作業に

伴い発生する費用の補填として、事業者が地方公共団体に対して負担金を要求する

場合がある。当該負担金について、事業者は必要最小限の金額を算定すること。事

業者は、譲渡を受ける候補事業者が少ないこと等を背景として、不当な金額を要求し

てはならない。また、地方公共団体は、負担金の支払を最小化するため、入札等によ

り譲渡する事業者を決定する方法についても検討することが望ましい。 

なお、当該負担金の低減に向けて、地方公共団体及び事業者はブロードバンドサ

ービス等の利用促進に向けた努力を行うことが望ましい。 

 

（６）協議期間と契約更新 【地方公共団体・事業者】 

公設設備の民間移行に関して、一般的に実施される協議の工程は、前述の「２．協

議の進め方」で規定したとおりであるが、事業者に提供する情報の精査、調査、各種

条件の協議、地権者等の第三者との交渉、地方議会審議等を含め、協議期間は一

般的に１年半から２年程度を要することが想定される。特に事前協議の段階で、地方

公共団体から事業者に迅速な情報提供がなされると協議が円滑に進むことが期待で
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きる。 

 

地方公共団体が公設設備の譲渡を希望する場合、当該協議に要する期間も考慮

の上、早い段階で候補となる事業者に相談することが望ましい。また、地方公共団体

から事業者に提供する各種情報のうち、移行対象となる公設設備に係る情報につい

て、現地調査に相応の期間を要した結果、民間移行の完了時期が遅れる場合がある
18。そのため、設備構成図面、ケーブルルート図面、土地占用に伴う契約情報、地方

公共団体が独自に利用する公設設備の情報、他事業者への貸出し芯線の情報等、

一般的に情報提供を要する項目について、あらかじめ整理しておくことが望ましい。

その際、公設設備に係る情報が財産管理部局において管理されている場合は、部局

間で連携を密に行い事前の準備を進める必要がある。 

また、道路拡幅工事等で公設設備の配置が変更され、その都度その変更箇所を

図面に落とし込むなど適切な帳簿等管理がなされている場合には、移行時の現地調

査も簡便に済み、占用許可の承継を円滑に実施することが可能である 17。一方、適切

な帳簿等管理がなされていない場合は円滑に占用許可の承継ができず、移行に長

期間を要することが見込まれる。 

さらに、地方公共団体自身が道路管理者である場合は事前に内部で情報共有す

る等により、手続期間の短縮を図ることが望ましい 19。 

 

また、地方公共団体と事業者間で IRU契約を行っている地方公共団体において、

仮に協議が長期化し、設備譲渡完了前に当該契約が更新の時期を迎える場合、当

面は自動更新等により単年度等で当該契約を更新することが望ましい。 

 

（７）住民への説明 【地方公共団体】 

標準的な利用料金メニューへの移行や地方公共団体による独自サービスの存続

等を含め、公設設備の民間移行に関して、地方公共団体は事業者とも連携して、住

民に対して適切に説明を行うことが望ましい。特に、これまで「公設公営方式」で地方

公共団体がブロードバンドサービスの提供を行っていた場合や、地方公共団体が整

備した設備を事業者に貸与し「公設民営方式」で事業者がサービス運営を行って

 
18 「２．協議の進め方」で示した手続のうち、「（１）③事業者への情報提供、事業者による
採算性判断」及び「（３）⑦占用許可等に関する第三者協議（電力会社、地権者等）」につい
ては特に長期間を要する場合がある。 
19 占用許可の承継の可否に係る基準が条例等で定められている場合は、可能な限り簡易に
占用許可の承継を認めるよう取扱いを見直す等の対応も考えられる。 



18 
 

いたが民間移行に伴い運営を行う事業者が変更となる場合は、事業主体の変更

に伴う各種手続、稼動負担、利用者のシステム変更等が発生することも想定され

ることから、住民に対して十分に周知・広報を行うことが望ましい。 

 

（８）民間移行に要する費用 【地方公共団体・事業者】 

民間移行に要する費用について、地方公共団体及び事業者が負担するものとして、

主として次の費用が考えられる。 

 

 設備の老朽化や事業者との設備仕様（規格）の不一致等による光ファイバ整

備（更新）等に要する費用 

 後年度の運営赤字の補填として地方公共団体から支払われる負担金 

 地権者等第三者との契約承継等に係る各種交渉及び申請等に係る費用 

 

光ファイバの高度化を伴う整備・更新に要する費用に関しては、前述のとおり一部

支援措置を設けているが、地方公共団体及び事業者の双方ができる限り効率化を行

い、費用の最小化を図ることが望ましい。 
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５．指針の見直し 

この指針は、現時点で想定される各種制度や地方公共団体及び事業者を取り巻く

環境等を前提として策定したものであり、今後の技術の進展、環境の変化、各種制度

の見直し等を踏まえ、必要に応じて、その内容を見直すものとする。 

 

６．事例集の活用 

この指針とは別に、公設光ファイバ設備の民間移行の具体的事例を取りまとめ、

「公設光ファイバケーブル及び関連設備の民間移行に関する事例集」として総務省

HP で公表している。民間移行の検討を進めるに際し、他団体の事例も参照されたい。 

 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/index.html 
 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/broadband/index.html

